
ひなたゼロカーボン加速化事業補助金（間接補助）交付要綱 

 

令和８年６月１８日  

ひなたゼロカーボン加速化事業補助金事務局  

 

（趣旨） 

第１条 ひなたゼロカーボン加速化事業補助金事務局は、宮崎県2050年ゼロカーボン社会

の実現に資することを目的に、再エネ・省エネ設備の導入等を行う個人・事業者に対し

て補助金を交付するものとし、その交付については、補助金等の交付に関する規則（昭

和39年宮崎県規則第49号。以下「規則」という。）、二酸化炭素排出抑制対策事業費交

付金（地域脱炭素移行・再エネ推進交付金）交付要綱（令和４年３月30日環政計発第

2203301号）及び地域脱炭素移行・再エネ推進交付金実施要領（令和４年３月30日環政

計発第2203303号）に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。 

 

（間接補助事業者） 

第２条 補助金の交付を受けて事業を行う者（以下「間接補助事業者」という。）は、次

の要件を満たす者とする。 

(１) 法人にあっては、宮崎県内に事業所を置く法人その他の団体（国、市町村を除

く。）又は宮崎県内の住所地、居所地、事業場等の所在地を納税地として青色申告

を行っている個人事業主であること。 

(２) 個人にあっては、宮崎県内に現に居住し、宮崎県内の市町村の住民基本台帳に記

録されている者であること。 

(３) 県税に未納がないこと。 

(４) 地方税法（昭和25年法律第226号）第321条の４及び各市町村の条例の規定により、

個人住民税の特別徴収義務者とされている法人にあっては、従業員等（宮崎県内に

居住している者に限る。）の個人住民税について特別徴収を実施している者又は特

別徴収を開始することを誓約した者。 

(５) 前条の事業を実施する主体の構成員等が、暴力団員による不当な行為の防止等に

関する法律（平成３年法律第77号）第２条第２号に規定する暴力団（以下「暴力団」

という。）若しくは同条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）

でないこと又は暴力団員若しくは暴力団員と密接な関係を有しないこと。 

(６) その他補助が適当でないとひなたゼロカーボン加速化事業補助金事務局長（以下

「事務局長」という。）が認める者でないこと。 

 

（補助対象経費及び補助率） 

第３条 補助金の交付の対象となる経費は、間接補助事業者が再エネ・省エネ設備の導入

等を行う際に必要な経費とし、補助対象経費及び補助率は別表のとおりとする。 

 

（補助金の交付の申請） 

第４条 補助金の交付の申請をしようとする者は、事務局が運営するシステム（ネット環

境がない者については、郵送）にて申請しなければならない。 

２ 各事業主体において、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額（補助対象経費

に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法（昭和63年法律第108号）に

規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法に規

定する地方消費税率を乗じて得た金額の合計額に補助率を乗じて得た額をいう。以下同

じ。）がある場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時にお

いて消費税等相当額が明らかでないものについては、この限りでない。 

 



 

（申請時に添付すべき書類） 

第５条 規則第３条第１号の事業計画書の様式は別記様式第１号によるものとする。（郵

送申請においては、別記様式の補助金等交付申請書も添えて申請する。） 

２ 規則第３条第４号の規定により補助金等交付申請書に添付すべき書類は、次のとおり

とする。 

(１) 事業経費に関する見積書（ただし、太陽光発電設備と蓄電池を導入する場合にあ

っては、それぞれの事業費が区分できるもの。） 

(２) 次に掲げる申請者の区分に応じて、それぞれ定める書類 

   ア 法人（個人事業主を除く） 

   ・登記簿謄本又は現在事項全部証明書（発行から３か月以内のもの） 

   イ 個人 

   ・ 住民票の写し（発行から３か月以内のもの） 

   ウ 個人事業主 

   ・住民票の写し（発行から３か月以内のもの） 

   ・青色申告に係る納税地が県内の住所地、居住地又は事業所等の所在地である 

    ことを証する書面（事業所に係る納税通知書の写し等） 

(３) 第２条第３号に係る納税証明書（県税に未納がないことの証明）（原則として申

請を行う日から３か月以内のもの。写しでも可。） 

(４) 第２条第４号に係る個人住民税の特別徴収実施確認・開始誓約書（別記様式第２

号）（法人（個人事業主含む）） 

(５) その他事務局長が必要と認める書類 

 

（補助条件） 

第６条 規則第５条の規定による補助条件は、次のとおりとする。 

(１) 交付決定によって生じる権利の全部又は一部を、事務局長（補助事業終了後は宮

崎県知事）の承諾を得ずに、第17条第１項で定める期間を経過するまで、補助金の

補助の目的に反して使用し、第三者に譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又

は取壊し（廃棄を含む。）を行ってはならない。 

(２) この補助金に係る経理を他の経理と明確に区分し、その収支の状況を明確にした

書類（全ての証拠書類を含む。）を整備の上、補助事業（第１条の補助金の交付対

象となる事業をいう。）の期間中、常にその収支の状況を明らかにしておくこと。 

(３) 前号の書類を補助事業の完了（廃止の承認を受けた場合を含む。）の日の属する

年度の終了後５年間、事務局長又は宮崎県知事の求めがあったときは、いつでも閲

覧に供せるよう保存しておくこと。 

(４) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産（以下「取得財産等」という。）

については、取得財産等管理台帳を備えるなど、補助事業完了後においても善良

な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図ること。 

  (５) その他規則及びこの要綱の定めに従うこと。 

 

（補助金の交付の決定） 

第７条 事務局長は、交付申請がなされたものについて、審査を経て、補助すべきものと

認めたときは、当該交付申請に対して補助金の交付を決定し、申請者に通知するものと

する。 

 

（申請の取下げ） 

第８条 申請者は、補助金の交付決定の通知を受けた場合において、交付の決定の内容又

はこれに付された条件に対して不服があり、補助金の交付の申請を取り下げようとする



ときは、当該通知を受けた日から10日以内に事務局長にメール（メールが利用できない

者においては事務局に電話）にて取り下げの申し出をしなければならない。 

 

（軽微な変更の範囲） 

第９条 規則第10条第２項ただし書の規定を準用して事務局長が定める軽微な変更の範囲

は、次の各号に定めるとおりとする。 

(１) 交付決定額の変更を伴わない補助対象経費の変更 

(２) 補助対象経費の合計額の20パーセント以内の増減 

(３) 補助目的及び事業能率に影響を及ぼすおそれがない事業計画の細部の変更 

 

（計画変更の承認） 

第10条 間接補助事業者は、次の各号のいずれか該当するときは、あらかじめ次の各号に

掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を事務局長に提出し、その承認を受けなくて

はならない。 

(１) 補助事業の内容を変更しようとするとき 

補助事業変更承認申請書（別記様式第３号） 

(２) 補助事業の全部若しくは一部を中止し、又は廃止しようとするとき 

補助事業中止（廃止）承認申請書（別記様式第４号） 

(３) 補助事業が予定期間内に完了しないとき 

補助事業遅延等報告書（別記様式第５号） 

２ 事務局長は、前項の承認をする場合において、必要に応じて交付決定の全部若しくは

一部を取消し、又は内容を変更し、又は条件を付することができる。 

 

（状況報告） 

第11条 間接補助事業者は、補助事業の遂行及び収支の状況について、事務局長の要求が

あったときは速やかに報告しなければならない。 

 

（遂行状況の実地検査） 

第12条 事務局長は、間接補助事業者の事業の遂行状況について、実地調査を行うことが

できる。 

 

（交付決定の取消） 

第13条 事務局長は、第10条第１項第２号の補助事業の全部若しくは一部の中止若しくは

廃止の申請があった場合は又は次の各号のいずれかに該当する場合には、第７条の交付

の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は変更することができる。 

（１） 間接補助事業者が、法令、本要綱又は法令若しくは本要綱に基づく事務局長の処分

若しくは指示に違反した場合 

（２） 間接補助事業者が、補助事業に関して不正、怠慢、その他不適当な行為をした場合 

（３） 交付の決定後生じた事情の変更等により、補助事業の全部又は一部を継続する必要

がなくなった場合 

（４） 間接補助事業者が、誓約事項に違反した場合、間接補助事業者の事業の遂行状況に

ついて、実地調査を行うことができる。 

 

（実績報告） 

第14条 間接補助事業者は、補助事業が完了したときは、完了日から起算して30日を経過

した日又は補助金の交付決定のあった年度の１月27日のいずれか早い日までに、次の書

類を添えて、実績報告をしなければならない。（郵送報告においては、別記様式のひな

たゼロカーボン加速化事業実績報告書も添えて報告する。） 



(１) 事業実績書（別記様式第６号） 

(２) 収支決算書（別記様式第７号） 

 (３) 写真 

・設置した設備並びに当該箇所の設置前及び設置後の状況を撮影したもの。 

    ・パネルの枚数や機器の型番などが請求内容と合致するか確認できるもの。 

    ・日付、実施場所が確認できるもの。 

 (４) 事業に係る支払い等の証拠書類（請求書、領収書又は払込金受取書等） 

 (５) 事業に係る契約の証拠書類等（契約書等） 

 (６) 太陽光発電設備を増設した場合は、卒 FIT・FIPの証拠書類 

    （電力需給契約の案内・通知等） 

 (７) その他事務局長が必要と認める書類 

２ 第４条ただし書の規定により仕入れに係る消費税等相当額を減額しないで交付の申請

をした者は、前項の実績報告をする場合において、第４条ただし書に規定する事業主体

に係る部分における当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかになった場

合には、これを補助金の交付決定額から減額して報告しなければならない。 

３ 第４条ただし書の規定により仕入れに係る消費税等相当額を減額しないで交付の申請

をした者が、第１項の実績報告をした後において、消費税及び地方消費税の申告により

当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が確定した場合には、その金額（前項の

規定により減額をした各事業主体にあっては、その金額が減じた額を上回る部分の金額）

を別記様式第８号により速やかに報告し、事務局長の返還命令を受けて仕入れに係る消

費税等相当額の全部又は一部を返還しなければならない。 

 

（補助金の額の確定） 

第15条 事務局長は、前条の報告を受けた場合には、報告書等の書類の審査及び必要に応

じて現地調査等を行い、その報告に係る補助事業の実施結果が補助金の交付の決定の内

容（第９条第１項に基づく承認をした場合は、その承認された内容）及びこれに付した

条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、間接補助事業者に通

知する。 

 

（補助金の支払い） 

第16条 この補助金は、精算払により交付する。 

２ 間接補助事業者は、この補助金を請求しようとするときは、精算払請求書（別記様式

第９号）を事務局長に提出しなければならない。 

 

（財産処分の制限及び収入の納付） 

第17条 規則第21条第１項ただし書の規定により事務局長の定める期間は、減価償却資産

の耐用年数等に関する省令（昭和40年大蔵省令第15号）を勘案して、環境大臣が別に定

める期間とし、同項第２号及び第３号の規定により事務局長の定める財産は、取得価格

又は効用の増加した額が50万円以上の機械装置又は工具器具（試作品を含む。）とする。 

２ 規則第21条第１項の承認は、財産処分承認申請書（別記様式第10号）を事務局長に提

出（補助事業終了後は同項の規定により別記様式第11号にて宮崎県知事に提出）してこ

れを受けなければならない。 

３ 事務局長又は宮崎県知事は、前項の承認をした間接補助事業者に対し、当該承認に係

る財産を処分したことにより収入があったときは、その収入の全部又は一部を県に納付

させることがある。 

４ 事務局長又は宮崎県知事は、間接補助事業者に相当の収益が生じると認められる場合

には、補助金の全部又は一部に相当する金額の納付を県に納付させることがある。 

 



（情報管理及び秘密保持） 

第18条 間接補助事業者は、補助事業の遂行に際し知り得た第三者の情報については、当

該情報を提供する者の指示に従い、特段の指示がないときは情報の性質に応じて、法令

を遵守し適正な管理をするものとし、補助事業の目的又は提供された目的以外に利用し

てはならない。また、情報のうち間接補助事業者その他の第三者の秘密情報（事業関係

者の個人情報等を含むがこれらに限定されない。）については、機密保持のために必要

な措置を講ずるものとし、正当な理由なしに開示、公表、漏えいしてはならない。 

２ 間接補助事業者は、補助事業の一部を第三者（以下「履行補助者」という。）に行わ

せる場合には、履行補助者にも本条の定めを遵守させなければならない。間接補助事業

者又は履行補助者の役員又は従業員による情報漏えい行為も間接補助事業者による違反

行為とみなす。 

３ 本条の規定は補助事業の完了後（廃止の承認を受けた場合を含む。）も有効とする。 

 

附 則 

この要綱は、令和８年６月18日から施行し、令和８年度宮崎県予算に係るひなたゼロカ

ーボン加速化事業補助金から適用する。 

 

 

 

  



別表（第３条関係） 

 

１ 共通の補助対象要件 

ア 各種法令等に遵守した設備であること。 

イ 整備する設備は、商用化され、導入実績があるものであること。また、中古設備

は、原則、補助対象外とする。 

ウ 法定耐用年数を経過するまでの間、補助対象事業により取得した温室効果ガス排出

削減効果について J-クレジット制度への登録を行わないこと。 

 

２ 個別の補助対象要件及び補助率等 

ア ひなたゼロカーボン加速化事業 

区分 ①太陽光発電設備導入 

補助対象 

経費 

発電した電気を自家消費することを目的として導入する太陽光発電設備

の購入費及び設置工事費（ただし、補助対象者が法人の場合にあって

は、設備の導入等を行う事業所の所在地が、法人その他団体の代表者や

個人事業主の住居となるものを除く。） 

【導入設備要件】 

(ｱ) 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法（平成23

年法律第108号。以下「再エネ特措法」という。）に基づく固定価格買

取制度（以下「FIT」という。）の認定又は FIP(Feed in Premium)制

度の認定を取得しないこと。 

(ｲ) 電気事業法第２条第１項第５号ロに定める接続供給（自己託送）を

行わないものであること。 

補助対象者 第２条に掲げる者 

補助率・額 ⑴ 第２条に掲げる者のうち、個人（以下「個人」という。） 

１kWあたり3.5万円。ただし、上限額21万円とする。 

⑵ 第２条に掲げる者のうち、法人（以下「法人」という。」 

１kWあたり３万円（※１及び２）。ただし、上限額を600万円とす

る。 

※１ BCP（事業継続計画）を策定済み又は実績報告までに策定する場

合、４万円/kW 

※２ 宮崎県及び公益財団法人宮崎県産業振興機構の下記事業の支援

を受けた又は実績報告までに受ける場合、５万円/kW 

・ 宮崎県の「GHG見える化事業」及び「脱炭素経営推進事業」

（令和５年度から令和７年度に実施） 

・ 宮崎県の「脱炭素化対策普及促進事業」のうち「脱炭素経営

支援事業」（令和８年度に実施） 

・ 公益財団法人宮崎県産業振興機構の「脱炭素社会に向けたモ

デル企業育成事業」（令和６年度から令和８年度に実施） 

区分 ②蓄電池導入（①と同時導入に限る） 

補助対象 

経費 

本事業で導入した太陽光発電設備の付帯設備として導入する蓄電池の購

入費及び設置工事費 

【導入設備要件】 

(ｱ) 原則として再エネ発電設備によって発電した電気を蓄電するもので

あり、平時において充放電を繰り返すことを前提とした設備とするこ

と。 

(ｲ) 停電時のみに利用する非常用予備電源でないこと。 



(ｳ) 家庭用（20kwh以下）：12.5万円/kWh、業務用（20kwh超）：11.9万

円/kWh 以下（いずれも工事費込み・税抜き）の蓄電システムとなるよ

う努めること。 

《業務用蓄電池（20kwh超）：(ｴ)を満たすこと》 

(ｴ) 各地方公共団体の火災予防条例で定める安全基準の対象となる蓄電

システムであること。 

《家庭用蓄電池（20kwh以下）：(ｵ)～(ｺ)の全てを満たすこと》 

(ｵ) 蓄電池パッケージ 

蓄電池部（初期実効容量1.0kWh以上）とパワーコンディショナー等

の電力変換装置等から構成されるシステムであり、蓄電システム本体

機器を含むシステム全体を一つのパッケージとして取り扱うものであ

ること。 

※初期実効容量は、JIS C 4413 で定義された初期実効容量のうち、計

算値と計測値のいずれか低い方を適用する。 

※システム全体を統合して管理するための番号が付与されているこ

と。 

(ｶ) 性能表示基準 

初期実効容量、定格出力、出力可能時間、保有期間、廃棄方法、ア

フターサービス等について、所定の表示がなされていること。所定の

表示は次のものをいう。 

(a) 初期実効容量 

製造業者が指定する、工場出荷時の蓄電システムの放電時に供給

可能な交流側の出力容量のこと。使用者が独自に指定できない領域

は含まない。（算出方法については、JIS C 4413を参照すること） 

(b) 定格出力 

定格出力とは、蓄電システムが連続して出力を維持できる製造事

業者が指定する最大出力とする。定格出力の単位は W、kW、MW のい

ずれかとする。 

(c) 保有期間 

法定耐用年数の期間、適正な管理・運用を図ること。 

(d) 廃棄方法 

使用済み蓄電池を適切に廃棄、又は回収する方法について登録対

象機器の添付書類に明記されていること。蓄電池部分が分離される

ものについては、蓄電池部の添付書類に明記されていること。 

【表示例】「使用済み蓄電池の廃棄に関しては、当社担当窓口へご

連絡ください」 

(e) アフターサービス 

国内のアフターサービス窓口の連絡先について、登録対象機器の

添付書類に明記されていること。 

(ｷ) 蓄電池部安全基準 

JIS C 8715－2又は IEC62619の規格を満足すること。 

(ｸ) 蓄電システム部安全基準（リチウムイオン蓄電池部を使用した蓄電

システムのみ） 

JIS C 4412 の規格を満足すること。ただし、電気製品認証協議会が

定める JIS C 4412適用の猶予期間中は、JIS C 4412－1若しくは JIS C 

4412－2※の規格も可とする。 

※JIS C4412-2における要求事項の解釈等は「電気用品の技術基準の解

釈別表第八」に準拠すること。 



(ｹ) 震災対策基準（リチウムイオン蓄電池部を使用した蓄電システムの

み） 

蓄電容量10kWh未満の蓄電池は、第三者認証機関の製品審査によ

り、「蓄電システムの震災対策基準」の製品審査に合格したものであ

ること。 

※第三者認証機関は、電気用品安全法国内登録検査機関であること、

かつ、IECEE-CB制度に基づく国内認証機関（NCB）であること。 

(ｺ) 保証期間 

メーカー保証及びサイクル試験による性能の双方が10年以上の蓄電

システムであること。 

※蓄電システムの製造を製造事業者に委託し、自社の製品として販売

する事業者も含む。 

※当該機器製造事業者以外の保証（販売店保証等）は含めない。 

※メーカー保証期間内の補償費用は無償であることを条件とする。 

※蓄電容量は、単電池の定格容量、単電池の公称電圧及び使用する

単電池の数の積で算出される蓄電池部の容量とする。 

※JIS C 4413規格で定義された初期実効容量（計算値と計測値のいず

れか低い方）が1.0kWh未満の蓄電システムは対象外とする。 

補助対象者 第２条に掲げる者 

補助率・額 ⑴ 個人 

補助対象経費の合計額の３分の１以内（1,000円未満切り捨て。ただ

し、１kwhあたり５万円、全体で50万円を上限とする。） 

⑵ 法人 

補助対象経費の合計額の３分の１以内（1,000円未満切り捨て。ただ

し、１kwhあたり６万円、全体で120万円を上限とする。） 

区分 ③高効率給湯器導入 

補助対象 

経費 

化石燃料をエネルギー源とする給湯設備からコージェネレーションへの

更新に要する設備の購入費及び設置工事費 

【導入設備要件】 

(ｱ) 都市ガス、LPガス等を燃料とし、発電するとともに、熱交換を行う

機能を有する燃料電池であること。 

補助対象者 第２条に掲げる者 

補助率・額 補助対象経費の合計額の２分の１以内（1,000円未満切り捨て。） 

区分 ④断熱改修 

補助対象 

経費 

既存の窓ガラスから、より断熱性の高い製品への更新に要する設備の購

入費及び設置工事費（ただし、熱貫流率2.3W/(m2･K)以下の断熱性能をも

つ製品に限る。） 

【導入設備要件】 

(ｱ) 併用住宅は対象としない。 

(ｲ) 居間又は主たる居室（就寝を除き日常生活上在室時間が長い居室

等）を中心に改修すること。 

(ｳ) 導入する窓・ガラスは、原則、改修する居室等の外皮部分（外気に

接する部分）全てに設置・施工すること。 

(ｴ) 玄関外皮の窓を改修する場合、玄関ドアと一体でない窓・ガラスは

改修すること。ただし、玄関ドアと一体不可分な開口部（袖ガラス・

欄間ガラス等）は改修の対象外としてもよい。 

(ｵ) 原則、外皮部分（外気に接する部分）のみ補助対象とする。 



(ｶ) 間接補助事業者自身が常時居住する住宅であること（住民票の写し

に示す人物と同一であること）。ただし、改修後に居住予定の場合

は、改修後に当該住宅に居住し、住民票の写しの提出により同一人物

であることを確認すること。 

(ｷ) 間接補助事業者自身が所有している住宅であること。ただし、今後

に所有予定の場合は、当該住宅を所有後、登記事項証明書の写しを確

認すること。 

補助対象者 個人 

補助率・額 補助対象経費の合計額の３分の１以内（1,000円未満切り捨て。ただし、

１者あたり120万円を上限とする。） 

 

 

イ 電力自家消費サポート事業 

区分 ①蓄電池導入 

補助対象 

経費 

蓄電池のみの購入費及び設置工事費（ただし、当該蓄電池が太陽光発電

設備と接続される場合に限る。） 

【導入設備要件】 

(ｱ) 「ア ひなたゼロカーボン加速化事業」の「②蓄電池導入」と同じ 

(ｲ) 既存の太陽光発電設備が FIT・FIP契約をしている場合でも、余剰電

力や卒 FIT・FIP後の電力の自家消費が見込まれる場合は対象とする。 

補助対象者 第２条に掲げる者 

補助率・額 ⑴ 個人 

補助対象経費の合計額の３分の１以内（1,000円未満切り捨て。ただ

し、１kwhあたり５万円、全体で50万円を上限とする。） 

⑵ 法人 

補助対象経費の合計額の３分の１以内（1,000円未満切り捨て。ただ

し、１kwhあたり６万円、全体で120万円を上限とする。） 

区分 ②LED照明導入 

補助対象 

経費 

照明の LED化に要する設備の購入費及び設置工事費。（ただし、蛍光灯

または水銀灯などの LED以外の照明について、器具全体を LED照明器具

に更新する場合で補助額が５万円以上となる場合に限る。） 

【導入設備要件】 

(ｱ) 新築、移転、レイアウト変更などによる LED照明の新規導入は補助

対象外とする。 

(ｲ) LED に加工、改造等を加えていないメーカー純正品であること。 

(ｳ) 事業活動を営む場所と個人宅を兼ねる建物に設置する場合は、事業

活動を営む区画の設備であること。 

(ｴ) 申請者が照明機器の所有者であること。 

(ｵ) 申請者が電力需給契約を行っていること。 

(ｶ) 主たる事業の用に供するもの。 

補助対象者 法人 

補助率・額 補助対象経費の合計額の３分の１以内（1,000円未満切り捨て。ただし、

１灯あたり５千円、全体で150万円を上限とする。） 

 


